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北上市訓令第４号 

 

市長部局 

 

北上市防災行政用無線局管理運用規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

  令和８年３月30日 

北上市長 八重樫 浩 文       

 

   北上市防災行政用無線局管理運用規程の一部を改正する訓令 

 

 北上市防災行政用無線局管理運用規程（平成３年北上市訓令第31号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（定義） 

第２条 この訓令における用語の意義は、次の各号の定めると

ころによる。 

(1)  ［略］ 

(2) 基地局 北上市役所庁舎内に設置する無線設備をいう。 

 

(3) 陸上移動局 陸上を移動して運用する車載用又は携帯用

の無線設備をいう。 

 

(4) 無線系 前３号の無線局及びその附帯設備を含めて一体

となって運用するシステムをいう。 

（定義） 

第２条 この訓令における用語の意義は、次の各号の定めると

ころによる。 

(1)  ［略］ 

(2) 基地局 無線局のうち、北上市役所本庁舎内に設置する

無線設備をいう。 

(3) 陸上移動局 無線局のうち、陸上を移動して運用するこ

とができる半固定型、車載型又は携帯型の無線設備をいう

。 

(4) 無線系 基地局及び陸上移動局並びにその附帯設備を含

めて一体となって運用するシステムをいう。 
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(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大

臣の免許を受けた者をいう。 

（移動局管理者） 

第５条 陸上移動局を所管する課及びその他施設（以下「課等

」という。）に移動局管理者を置く。 

２ ［略］ 

３ 移動局管理者は、所管する陸上移動局及び基地局送受話器

を管理監督する。 

（無線取扱責任者） 

第６条 ［略］ 

２ 無線取扱責任者は、総括管理者が職員の中から無線従事者

の資格を有する者を指名し、これに充てる。 

 

３ ［略］ 

（無線従事者） 

第７条 無線系に無線従事者を置く。 

２ 無線従事者は、市長が任命する。 

 

３ 無線従事者は、総括管理者の命を受け、無線設備の操作及

び管理の業務を行うとともに、無線取扱者を指導する。 

４ 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、

常に無線従事者の養成に留意するものとする。 

（無線取扱者） 

第８条 無線取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員と

 

 

（移動局管理者） 

第５条 陸上移動局を所管する課等に移動局管理者を置く。 

 

２ ［略］ 

３ 移動局管理者は、所管する陸上移動局を管理監督する。 

 

（無線取扱責任者） 

第６条 ［略］ 

２ 無線取扱責任者は、総括管理者が職員の中から無線従事者

（電波法第２条第６号に規定する無線従事者をいう。以下同

じ。）の資格を有する者を指名し、これに充てる。 

３ ［略］ 

（無線取扱管理者） 

第７条 無線系に無線取扱管理者を置く。 

２ 無線取扱管理者は、総括管理者が職員の中から無線従事者

の資格を有する者を指名し、これに充てる。 

３ 無線取扱管理者は、総括管理者の命を受け、無線設備の操

作及び管理の業務を行うとともに、無線取扱者を指導する。 

４ 総括管理者は、無線取扱管理者の適正な配置を確保するた

め、常に無線従事者の養成に留意するものとする。 

（無線取扱者） 

第８条 無線取扱者は、無線局の運用にたずさわる職員とする
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する。 

２ 無線取扱者は、無線従事者の管理のもとに、法等を遵守

し、これに基づいた無線局の運用を行う。 

（業務書類等の管理） 

第９条 無線局業務日誌（様式第１号）は、基地局送受話器設

置場所に備え付け、無線取扱者が交信の都度記載し、無線従

事者が確認のうえ月毎に移動局管理者の査閲を受けるものと

する。 

２ 移動局管理者は、毎年１月から各３箇月の期間ごとに無線

局業務日誌を無線局業務日誌抄録（様式第２号）にとりまと

め、総括管理者に提出しなければならない。 

３ 総括管理者は、前項の規定により提出された無線局業務日

誌抄録をとりまとめ、東北総合通信局長から求められた場合

は、速やかに提出するものとする。 

４ 無線取扱責任者は、法等に基づく業務書類等を整理保管す

るものとする。 

（無線局の運用） 

第11条 無線局の運用にあたっては、法等によるほか、次の各

号に定める事項を遵守しなければならない。 

(1)～(3) ［略］ 

(4) 陸上移動局を開局したとき又は閉局したときは、速やか

にその旨を基地局に通報しなければならない。 

(5) 陸上移動局を開局し閉局するまでの間は、常時受信でき

る状態にしておかなければならない。 

。 

２ 無線取扱者は、無線取扱管理者の管理のもとに、法等を遵

守し、これに基づいた無線局の運用を行う。 

（無線局運用状況の管理） 

第９条 総括管理者は、無線局の運用状況について東北総合通

信局長から報告を求められた場合は、速やかに報告するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 無線取扱責任者は、法等に基づき通信記録等を整理保管す

るものとする。 

（無線局の運用） 

第11条 無線局の運用にあたっては、法等によるほか、次の各

号に定める事項を遵守しなければならない。 

(1)～(3) ［略］ 

   

 

(4) 陸上移動局の使用を開始してから使用を終了するまでの

間は、常時受信できる状態にしておかなければならない。 
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２ ［略］ 

（陸上移動局の使用申込） 

第12条 他の課等において、所管する陸上移動局を使用しよう

とする者は、あらかじめ陸上移動局使用申込書（様式第３号

）を所管の移動局管理者に提出し、承認を受けなければなら

ない。ただし、やむを得ない事情があるときは、口頭で申込

みをすることができる。 

（無線設備等の保守点検） 

第13条 無線局の正常な機能を維持するため、次の各号により

保守点検を行う。 

(1) 無線取扱者は、陸上移動局を開局する際には次の項目に

ついて点検を行い、その結果を基地局に通報するものとす

る。 

ア ［略］ 

イ 陸上移動局免許証票の備え付け及び呼出名称表示の有

無 

ウ 時刻照合 

(2) 無線取扱責任者は、様式第４号に掲げる点検項目につい

て、１年毎に点検を行い、総括管理者の査閲を受けるもの

とする。ただし、設備関係については、保守契約を締結の

うえ、外部委託により行うものとする。 

 

 

 

２ ［略］ 

（陸上移動局の使用申込） 

第12条 他の課等において、所管する陸上移動局を使用しよう

とする者は、あらかじめ陸上移動局使用申込書（様式第１号

）を所管の移動局管理者に提出し、承認を受けなければなら

ない。ただし、やむを得ない事情があるときは、口頭で申込

みをすることができる。 

（無線設備等の保守点検） 

第13条 無線局の正常な機能を維持するため、次の各号により

保守点検を行う。 

(1) 無線取扱者は、陸上移動局の使用を開始する際には次の

項目について点検を行うものとする。 

 

ア ［略］ 

イ 呼出名称表示の有無 

 

 

(2) 無線取扱責任者は、無線局点検表（様式第２号）に定め

る点検項目について、１年毎に点検を行い、総括管理者の

査閲を受けるものとする。 

 

２ 無線取扱責任者は、登録検査等事業者等規則（平成９年郵

政省令第76号）別表第７号に規定する点検の実施項目につい

て、１年毎に外部委託により点検を行い、総括管理者の査閲
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（故障等障害時の処理） 

第14条 無線取扱者は、移動局に故障等障害を認めたときは、

直ちに使用を中止して無線従事者に報告し、指示を受けなけ

ればならない。 

２ 無線従事者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な

措置を行い、その結果を移動局管理者に報告するとともに、

無線設備故障等障害状況報告書（様式第５号）により総括管

理者に報告しなければならない。基地局の無線設備に故障等

障害を認めたときも同様とする。 

（通信訓練） 

第15条 総括管理者は、災害の発生に備え、無線局の機能の確

認及び運用の習熟を図るため、年１回以上通信訓練を行うも

のとする。 

２ 訓練は、通信統制訓練及び住民への警報、通報等の伝達訓

練を重点として行うものとする。 

（研修） 

第16条 総括管理者は、無線取扱者等に対して、電波法等関係

法令及び管理運用規程等の研修を行うものとする。  

を受けるものとする。 

（故障等障害時の処理） 

第14条 無線取扱者は、所管する無線局に故障等障害を認めた

ときは、直ちに使用を中止して無線取扱管理者に報告し、指

示を受けなければならない。 

２ 無線取扱管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに総

括管理者に報告した上で必要な措置を行い、その結果を当該

報告に係る無線局の移動局管理者に報告するとともに、無線

設備故障等障害状況報告書（様式第３号）により総括管理者

に報告しなければならない。 

（通信訓練） 

第15条 総括管理者は、災害の発生に備え、無線局の機能の確

認及び運用の習熟を図るため、年１回以上通信訓練を行うも

のとする。 

   

 

（研修） 

第16条 総括管理者は、無線取扱者等に対して、法等及び管理

運用規程等の研修を行うものとする。  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

別表を次のように改める。
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別表（第３条関係）  

無線局の回線構成、配置及び識別番号 

 

 



7 

様式を次のように改める。 
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様式第１号（第12条関係） 

 

陸上移動局使用申込書 

 

年  月  日  

 

        様 

                              課長  

 

 次のとおり使用したいので申込みます。 

使 用 日 時 

年  月  日  時  分から 

年  月  日  時  分まで 

使 用 目 的 

  

 

 

 

使 用 す る 陸 上 移

動 局 の 呼 出 名 称 

 ぼうさいきたかみ 

備 考 
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様式第２号（第13条関係） 

 

無 線 局 点 検 表 

 

点検年月日 年  月  日  無線取扱責任者  

点 検 項 目 点 検 結 果 

1 無線取扱者に対する研修の有無 
  

2 選任している無線従事者数 
  

3 無線従事者選解任届提出の有無 
  

4 電波法令集の備付の有無及び現行の適否 
  

5 免許状の備付の有無及び掲示方法の適否 
 

6 東北総合通信局の指示事項に対する措置の適否 
 

7 無線局開設に係る書類等の保管の適否 
  

8 通信訓練実施の有無 
  

9 無線設備等の耐震対策の適否 
  

備考 
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様式第３号（第14条関係） 

 

無線設備故障等障害状況報告書 

年  月  日  

 

 総括管理者    様 

無線取扱管理者          

氏 名             

 

 次のとおり報告します。 

故障等障害の発生

無線局の呼出名称 

ぼうさいきたかみ 

故障等障害の発生

日時 

月   日 
午前 

午後 
  時   分 

故障等障害の概要 

  

処 置 の 概 要 

  

回 復 日 時  月   日 
午前 

午後 
  時   分 
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   附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 


